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１．研究概要 

１）研究の背景 

・道は、平成 26 年 8 月より、ユーザーが良質な住宅を安心して取得及び維持保全できる仕組みを目指
し、住宅の性能や修繕等に関する履歴等の保存を可能とするとともに、良質な住まいづくりを行う住
宅事業者の業務の実績や住宅の特長等をインターネットで公開することで、自らのニーズに合った住
宅事業者を選択できる仕組み（きた住まいる）の運用を開始した。 

・「きた住まいる」では、住宅の品質向上やユーザーの良質な住まいの選択・取得をさらに図るため、
きた住まいるメンバーや市町村の提案する総合的に優れた性能を有する住宅や北海道の地域らしさ
に配慮した住宅を「先導型ブランド住宅」として位置付け、それらの建設を促進することとしている。 

・このため、良好な住環境の形成、エネルギー自給率の向上、地域産業の活性化、少子高齢化などの観
点から先導型ブランド住宅の目指すべき目標像を検討し、住宅のカテゴリーを整理するとともに、建
設する際の目標水準の設定やそれを実現するガイドラインを整備する必要がある。 

２）研究の目的  

きた住まいるにおける「先導型ブランド住宅」の目指すべき目標像を検討し、住宅のカテゴリーを整
理するとともに、建設する際の誘導水準やガイドラインを提案することにより、先導型ブランド住宅の
建設促進を図る。 

２．研究内容 

１）目標像の検討と整理（H28 年度） 

・ねらい：国内外における先進事例を調査し、先導型ブランド住宅の目指すべき目標像について、景観や
地域生産性など多様な視点から検討し、整理する。 

・試験項目等：資料収集、事例調査、誘導すべき目標像の検討 
２）目標水準の検討（H28年度） 

・ねらい：１）で検討した目標像に適合する先導型ブランド住宅のカテゴリーを検討し、今後の北海道に
ふさわしい高性能・高品質住宅や住宅群を実現するための目標水準を設定する。 

・試験項目等：資料収集、住宅事業者の高性能仕様等の調査、目標水準の検討 
３）目標水準を実現するガイドラインの検討（H28～29 年度） 

・ねらい：２）で検討した目標水準を実現するための地域性を考慮したガイドラインを、市町村や住宅事
業者、関係団体とともに検討してまとめる。 

・試験項目等：建築計画・建築材料・断熱仕様・設備の検討、評価法の検討、各種技術の導入効果予測 
 

1) 建築研究部建築システムG 主査  2) 建築研究部 部長  3) 地域研究部環境防災G 研究主幹  4) 地域研究部地域システムG 主査 
5) 建築研究部建築システムG 研究職員 
1) Chief Coordinator of Building Engineering System Group  2) Director of Building Engineering System Group  3) Senior 

Research Manager of Disaster Prevention and Environment Group  4) Chief Coordinator of Regional System Group  5) 

Researcher of Building Engineering System Group 



３．研究成果 

１）目標像の検討と整理 

「きた住まいる」ブランド住宅として考慮すべき項目の検討を行うとともに、住宅事業者へのアンケ

ート調査（図１）、平成 28年度地域型住宅グリーン化事業の提案書の確認（図２）等を行い、住宅づく

りに関する取組、今後必要と考える性能水準等について把握した。 

２）目標水準の検討 
上記１）を踏まえ、ブランド住宅の目標像を４つのカテゴリーに整理した（図３）。また、４つのカテ

ゴリーに対応した目標水準について、きた住まいる推進会議等における事業者からの意見を踏まえ、最

低限満たすべき基礎基準として、北方型住宅ECO基準及び長期優良住宅認定基準に基づき、UA値

0.38W/(m2・K)以下や気密性能の表示義務などを設定した。（表１） 
３）目標水準を実現するガイドラインの検討 

１）、２）で検討した目標像及び目標水準について、その趣旨を解説するとともに、アンケート調査

及びきた住まいる推進会議等での議論を踏まえ、性能向上だけでないブランド住宅の多様な提案例をガ

イドラインに盛り込むべき内容として整理した（表１）。 
 

＜具体的データ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．今後の見通し  

 本研究の成果は、住宅事業者及び自治体によるブランド住宅の提案に活用される。 
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図３ ブランド住宅のカテゴリー 

表１ ブランド住宅の基礎基準及び提案例 
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１．目的 
道は、平成 26年 8月より、ユーザーが良質な住宅を安心して取得及び維持保全できる仕組みを目指し、住

宅の性能や修繕等に関する履歴等の保存を可能とするとともに、良質な住まいづくりを行う住宅事業者の業

務の実績や住宅の特長等をインターネットで公開することで、自らのニーズに合った住宅事業者を選択でき

る仕組み「きた住まいる」の運用を開始した。 

「きた住まいる」では、住宅の品質向上やユーザーの良質な住まいの選択・取得を容易にするため、「きた

住まいる」メンバー及び市町村の提案する総合的に優れた性能を有する住宅や北海道の地域らしさに配慮し

た住宅を「きた住まいる」ブランド住宅として位置付け、それらの建設を促進することとしている。このた

め、良好な住環境の形成、エネルギー自給率の向上、地域産業の活性化、少子高齢化などの観点からブラン

ド住宅の目標水準の設定やそれを実現するガイドラインを整備する必要がある。 

本研究は、きた住まいるにおけるブランド住宅の目指すべき目標像を検討し、住宅のカテゴリーを整理す

るとともに、建設する際の目標水準やガイドラインを提案することにより、「きた住まいる」ブランド住宅の

建設促進を図ることを目的とする。 

 

２．目標像の検討と整理 
 「きた住まいる」ブランド住宅として考慮すべき項目（以下、「評価の視点」という。）の検討を行うとと

もに、道内の住宅生産事業者等が主体的に取り組んでいる特色ある住宅づくりの動向を整理することを目的

に、住宅事業者へのアンケート調査及び先進的な取組事例の確認を行った。 

 

（１）評価の視点の検討 

「きた住まいる」ブランド住宅は、これからの北海道が直面する様々な社会情勢の変化に対して優れた住

宅が市場において適切に評価され、競争力を保持できるよう、先導的な取り組みをブランドとして評価及び

登録し、広く公表するものであり、民間企業が地域の気候風土を踏まえ培った知見、経験を積極的に道の施

策に取り入れ、蓄積することで官民一体となって中長期的に北海道が目指すべき住宅像を示すことを目的と

している。従って、先導的な取り組みをどのような視点で評価するかを検討することが、「きた住まいる」ブ

ランド住宅の目標像を検討するに際して必要となる。 

評価の視点は、まず北方型住宅の 4 つの基本性能（「環境との共生」、「安心・健康」、「長寿命」、「地域らし

さ」）に対して、「きた住まいる推進会議 先導型ブランド住宅ワーキンググループ」（以下、「ブランド WG」

という。）を通じて道内の住宅生産事業者等の意見聴取を行い、それを踏まえて検討を行った。その結果、北

方型住宅の 4 つの基本性能を評価の視点とすることの妥当性が確認されるとともに、事業者や消費者の理解

を得るためには既存の認定制度等と評価項目の整合が図られることが重要であるとの指摘を得た。また、ブ

ランド住宅としての差別化を図るためには、「きた住まいる」メンバーの基本要件から上乗せした性能水準を

設定することが必要と認められた。 

 

（２）「きた住まいる」メンバーへのアンケート調査 

アンケート調査は、平成 28 年 11月 24 日の時点で「きた住まいる」メンバーであった 131社に対して行っ

た。調査票はメール送付、メール又は FAX による回収とし、30社（回答率：23％）から回答を得た。以下に、

回答結果を示す。 
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1）これまでの住まいづくりについて 

「およそ 10 年前と現在で、住まいづくりに変化があったか」に関する設問に対して、より高性能、高付加

価値な住まいづくりへと移行してきた事業者が多い（図 2-1）。その背景として社会構造や消費者ニーズの

変化など様々な要因が考えられるが、今後も住まいづくりの取組は変化すると考えられる。 

 

 

 

2）現在の住まいづくりについて 

「現在の住まいづくりで特に重視している取組」について、優先順位が高いものから 5つまでを調査した

（図 2-2）。最も回答数が多いのは「高断熱化」であり、次いで「快適な室内空間」であった。優先順位で

もこの 2 つの項目が高く、「きた住まいる」メンバーの住まいづくりの重要な取組であることがわかる。そ

の他、「長期優良住宅の建設」や「補助金の活用」の回答数も多く、消費者への住宅性能、費用面でのアピ

ールとして国等の補助制度が活用されている状況が確認できる。 

 

 

図 2-1 住まいづくりの変化について 

図 2-2 現在の住まいづくりで重視している取組 
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3）今後の住まいづくりについて 

「今後の住まいづくりで特に重視していきたい取組」について、優先順位が高いものから 5つまでを調査

した（図 2-3）。最も回答数が多いのは「ゼロエネルギーハウスの建設」であり、次いで「快適な室内空間」

であった。国が推進するゼロエネルギーハウス（ZEH）への関心が高く、現在の高断熱化に加えてエネルギー

消費量削減への対策が重視されている。これと関連して「BELSの取得」の回答数が多く、高い省エネ性能を

実現するとともにそれを表示することで消費者にアピールする傾向がみられる。また、「災害に強い家」と

の回答も現在、今後ともに一定数あり、近年増加している災害への対策に関心が寄せられていることがうか

がえる。 

 

 

4）今後求められる住宅性能について 

今後、北海道の住宅にはどのような性能が求められと考えているかについて、北方型住宅の 4 つの基本性

能（「環境との共生」、「安心・健康」、「長寿命」、「地域らしさ」）に基づき調べた（図 2-4）。いず

れの基本性能に対しても、「追加の評価項目が必要」、「必要がない」とする回答は少ない。 

「環境との共生」については、「さらに上の性能が必要」との回答が最も多い。具体的な性能水準として

は、ZEH対応を想定したUA値を基準として求める回答が多い。「現状のままでよい」との回答は 4割程度あり、

理由は、性能向上がコスト増につながる、現状の水準である程度断熱性能が確保できているなどであった。

「追加の評価項目が必要」を選択した際の具体的な内容としては、C値を基準化するべきとの意見が挙げられ

ている。 

「安心・健康」については、「現状のままでよい」との回答が最も多い。理由は、現状の基準で十分との

考えである。一方で、「さらに上の性能が必要」を選択した際の具体的な内容としては、より高齢化対応を

強化すべきとの意見や、健康との関連付けなどが挙げられている。「追加の評価項目が必要」を選択した際

の具体的な内容としては、災害時に避難所へ行かなくても良い住宅であることが挙げられている。 

「長寿命」については、「現状のままでよい」が過半数を超えている。理由は、現状の基準で十分との考

えである。「さらに上の性能が必要」を選択した際の具体的な内容としては、耐震等級 2 以上とする考えが

複数挙げられており、災害に対する意識が高まっている。 

図 2-3 今後の住まいづくりで重視していきたい取組 
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「地域らしさ」については、「現状のままでよい」が 6 割強を占めている。理由は、現状の基準で十分と

の考えに加えて、地域らしさが重要視されていないことが挙げられている。「さらに上の性能が必要」を選

択した際の具体的な内容としては、地域材使用に対するインセンティブが求められている。「追加の評価項

目が必要」を選択した際の具体的な内容としては、地域性を考慮した災害対策、HP 機器の屋外機設置基準、

地元の木材・建材・職人の活用が挙げられている。 

 

 

（３）戸建住宅事業者へのアンケート調査 

戸建住宅事業者が取り組む業務、設計又は建設に関する意識及び現状の標準的な住宅仕様を把握すること

を目的として、平成 28年に戸建住宅の新築実績がある住宅事業者 1,501社に調査票を郵送した。送付から回

収は平成 29 年 1～3月の間に行った。平成 28 年の新築実績は㈱北海道住宅通信社の「北海道住宅データバン

ク」によった。回答率向上のため、ホームページ上で連絡先等を公開しているきた住まいるメンバー及び新

築棟数上位 30社のうち、期限内の回答が得られなかった事業者に対して再度回答を依頼した。 

1）結果概要 

アンケート調査の主な結果を以下に示す。回答は計 267 社（18%）から得られ、戸数カバー率※1は 32 %であ

った。回答が得られた事業者の属性を図 2-5に示す。建設棟数は平成 29 年の竣工とした。本アンケート調査

は道内で新築実績のあった全事業者を対象としたものの、性能の高い事業者群の回答割合が高いことが想定

され、実際の適合率等はこれより低くなる可能性がある。 

 

※1 戸数カバー率 ＝ 回答事業者の本アンケートに基づく平成 29年の竣工戸数の合計 

／「北海道住宅データバンク」に基づく送付対象とした住宅事業者の平成 28年の着工戸数の合計 

 

図 2-4 今後求められる住宅性能 
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(a)地域  (b)建設棟数 

図 2-5 回答が得られた住宅事業者の属性 

 

アンケート調査は、顧客へのサービス行為の内容、住宅仕様及び省エネ基準への対応状況等を問うものと

した。設問の構成を表 2-1示す。調査票の全容は付録に掲げる。 

 

表 2-1 設問の構成 

業務概要 平成 29年の戸建住宅建設の実績 建設棟数、標準的な坪単価、標準的な延床面積、標準的な

敷地面積 

 顧客属性 年齢、世帯構成 

 顧客へのサービス行為  

 アフターサービス内容  

家づくり

の考え方 

省エネ基準への対応状況 自社の省エネ基準への適合状況の把握、省エネ性能の確認

方法、性能の確認の実施主体、省エネ性能が確認できない

理由、講習会への参加の意向 

 省エネ性能の現在の推奨値及び将来目標 断熱性能、気密性能、一次エネルギー消費量 

 ZEH普及に向けて課題と考える点  

 家づくりにおける取り組み項目について、現在重視してアピールする項目、今後アピールしたい項目 

 省エネ基準適合義務化に向けて感じる不安（自由記載） 

標準的な

住宅の仕

様 

構造躯体 耐震性能、防腐処理、構造形式、木材の産地、外壁耐力壁

の仕様（筋かい、合板張り等）、根太なし床の採用状況、プ

レカットの採用状況 

 基礎 基礎の構造形式、基礎断熱の採用状況、床下の防湿措置 

 屋根 屋根形状、屋根雪処理方法、屋根ふき材 

 外壁の仕様 外装材、通気層の仕様 

 浴室 ユニットバスの採用状況、浴室の広さ 

 高齢者対応 住宅内でのバリアフリー対策、部屋の配置 

 断熱仕様 屋根または天井の断熱材の種類と厚み、外壁の断熱材の種

類と厚み、床の断熱材の種類と厚み、基礎の断熱材の種類

と厚み、窓サッシの種類、窓ガラスの種類 

 設備仕様 暖房設備の種類、暖房熱源機の種類、冷房設備の種類、照

明設備の種類、換気設備の種類、給湯設備の種類、太陽熱

給湯の設置状況、太陽光発電の設置状況 

 暖房・給湯の熱源の選択理由  

 省エネ技術の採用状況 ①外皮、②暖冷房、③照明、④換気、⑤給湯、⑦マネジメ

ント・発電に関することで標準的に取り入れている項目と

今後取り入れていきたい項目 

 雪処理への対応方法  

 

石狩

32%
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7%桧山

2%後志
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15%
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2）住宅建設実績 

 平成 29 年に建設した住宅の実績について、標準的な坪単価、延床面積及び敷地面積の割合を図 2-6～2-8

に示す。 

 坪単価は 51～60 万円／坪が最も多く、事業者別、戸数別でみても同じ傾向である。北海道総合計画におけ

る「連携地域」として設定される 6 区分により、北海道を 6 つの圏域（道央圏、道南圏、道北圏、オホーツ

ク圏、十勝圏、釧路・根室圏）に区分して分析を行う。道南圏では坪 50万円以下の割合が非常に高く、釧路・

根室圏では 8割以上が坪 51～60万円となるなど、圏域によるバラつきが大きい。 

 

図 2-6 圏域別の標準的な坪単価 

 

 延床面積では、101～130 ㎡（約 30～40 坪）が最も多く、圏域によっては 131 ㎡以上の割合が戸数で 2 割

以上となる地域もある。札幌を含む道央圏で延床面積 100 ㎡以下の戸数割合が最も小さく、十勝圏、釧路・

根室圏で 1割強と比較的高い結果となった。 

 

図 2-7 圏域別の標準的な延床面積 
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 敷地面積では、道央圏、道南圏で 100～200 ㎡の割合が高く、それ以外の圏域では 201～300 ㎡が最も割合

が高い。札幌、旭川、函館など、都市部では敷地面積が充分に確保できない状況が推察される。 

 

図 2-8 圏域別の標準的な敷地面積 

 

3）主な顧客属性 

 主な顧客属性について、顧客の年代及び家族構成を図 2-9に示す。30代の顧客層が最も多く、家族構成で

は夫婦と子供から成る核家族世帯が全体の 4割を占めている。60代以降になると夫婦のみの世帯が増加する

が、新築する顧客としては数が少ない。20 代以下では単身又は夫婦のみの割合が高い。 

 

 

図 2-9 標準的な顧客の年代及び世帯構成 

 

 圏域別の主な顧客の年代及び家族構成を図 2-10、図 2-11 に示す。主な年代及び家族構成について、圏域

による差異は小さく、30代、夫婦と子供世帯が最も多い。 
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図 2-10 圏域別の標準的な顧客の年代 

 

 

図 2-11 圏域別の標準的な顧客の世帯構成 

 

4）住宅事業者の工法別属性 

 戸建住宅事業者が主に採用する工法を圏域別に分類した結果を表 2-2 及び表 2-3 に示す。また、

平成 22 年に実施したアンケート調査結果1との比較を図 2-12 に示す。全道では木造軸組工法が主

流であり、戸数で見ると枠組壁工法の割合は 3 割弱で平成 22 年調査から大きく変わっていない。

一方で、木質系プレハブ造を含む「その他」が 1割程度ある。道南圏で枠組壁工法の割合が増して

いる一方で、十勝圏・釧路・根室圏で木造軸組工法の割合が増している。 

 

 

 

 

                              
1 高倉政寛、他：「持続可能な地域のための住まいづくりに関する研究 その６ 新築戸建住宅の属性（工

法、仕様等）」日本建築学会北海道支部研究報告集 No.84（2011 年 7 月） 
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表 2－2 圏域別の主に採用する工法（事業者数） 

 

 

表 2－3 圏域別の主に採用する工法（戸数） 

 

 

 

図 2-12 圏域別の主に採用する工法割合の比較（戸数） 

 

5）実施するサービス 

 顧客に対するサービスの実施状況を図 2-13～2-16に示す。建設用地の紹介や住宅ローンの手配など、住宅

建設以前に必要な取組を無償で行っている割合が高く、建設後の生活サービスや契約範囲外のトラブル対応

についても対応していることが分かる。その他のサービスとしては、外構工事や補助金・助成金等の申請代

行、家具の製造などが挙げられている。 

平成 29 年建設棟数により事業者規模を 0～10 戸、11～50 戸、51 戸～に分類し、事業者規模別に顧客に対

するサービスの実態を分析した。事業者規模が大きくなるほど実施するサービスの種類が増すとともに、無

償で実施する割合が高くなる傾向がみられる。 

（事業者数） 道央圏 道南圏 道北圏 オホーツク圏 十勝圏 釧路・根室圏全道
1.木造軸組工法（在来工法) 89 13 37 18 14 7 178
2.枠組壁工法（２×４工法） 12 3 2 6 12 4 39
3.木質系プレハブ造 1 ― ― ― ― ― 1
5.その他 1 ― ― ― ― ― 1
無回答 19 6 5 2 3 2 37
総計 122 22 44 26 29 13 256

（戸数） 道央圏 道南圏 道北圏 オホーツク圏 十勝圏 釧路・根室圏全道
1.木造軸組工法（在来工法) 1773 67 296 116 165 102 2519
2.枠組壁工法（２×４工法） 682 63 87 32 167 15 1046
3.木質系プレハブ造 400 ― ― ― ― ― 400
5.その他 4 ― ― ― ― ― 4
無回答 38 1 73 0 6 1 119
総計 2897 131 456 148 338 118 4088
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図 2-13 顧客に対するサービスの実施状況 

 

図 2-14 顧客に対するサービスの実施状況（事業者規模：0～10戸） 

 

図 2-15 顧客に対するサービスの実施状況（事業者規模：11～50戸） 
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図 2-16 顧客に対するサービスの実施状況（事業者規模：51戸～） 

 
 顧客に対するアフターサービスでは、設計図書等の履歴情報の保管を 9 割程度の事業者が実施しており、

半数以上の事業者が緊急時や定期点検の対応を行っている（図 2-17）。事業者規模別にみると、事業者の規

模が大きいほど、各アフターサービスの実施割合が高くなる傾向がみられる。（図 2-18） 

 

 
図 2-17 顧客に対するアフターサービスの実施状況 

 

 
図 2-18 顧客に対するアフターサービスの実施状況（事業者規模別） 
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6）住宅づくりで重視する取組 

 住宅づくりにおいて、現在及び今後アピールしていきたい取組について、図 2-19 の結果となった。現在は

高断熱化、快適な室内環境の確保が最も重視されているとともに、長期優良住宅の建設や、設計・職方の技

術力による差別化が図られている。今後は、ZEH の建設による一次エネルギー消費量の削減や、住宅性能の

見える化、HEMSによる使用エネルギーの見える化、災害に対する安全性、自立性でポイントが上昇している。 

 各事業者規模別に現在及び今後アピールしていきたい取組を分析した結果が図 2-20～2-22である。事業規

模別にみても、全体の傾向は変わらないが、51 戸以上の事業者では今後 ZEH の建設を推進していく傾向がみ

られる。 

 
図 2-19 住まいづくりで重視する取組 

 

 
図 2-20 住まいづくりで重視する取組（事業規模：0～10戸） 
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図 2-21 住まいづくりで重視する取組（事業規模：11～50戸） 

 

 
図 2-22 住まいづくりで重視する取組（事業規模：51戸～） 

 

7）省エネ基準への対応状況 

 平成 28年 4月 1 日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（以下、「建築物省エネ法」と

いう。）が施行され、段階的に省エネ基準への適合義務が進められている。このような過渡的な状況下におい

て、北海道における住宅の省エネルギー化の現状を把握することを目的として、省エネ基準に対する対応状

況については特に詳細なアンケート調査を行った。 
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① 設計の考え方 

住宅事業者の省エネ性能の把握状況を図 2-23 に整理した。(a)に示すように、約 3 割の住宅事業者は自社

住宅の省エネ性能を把握していない。現状、戸建住宅（延べ床面積 300m2以内の住宅）は、省エネ基準は努力

義務の扱いで、届け出義務等がないため、省エネ性能の確認が必ずしも実施されないことが確認できた。(b)

に示すように、省エネ性能の確認方法は、計算によって確認をするケースが 7 割程度、仕様基準の確認が 2

割程度であった。 

 

    

(a1) 外皮 (a2) 一次エネルギー (b1) 外皮 (b2) 一次エネルギー 

(a) 自社住宅の省エネ性能を把握しているか (b) 省エネ性能の確認方法 

図 2-23 省エネ性能の把握状況 

 

 省エネ性能を把握している事業者の基準適合状況を図 2-24に示す。省エネ基準への適合状況では、外皮基

準で 6割強、一次エネルギー消費量基準で 5割強の事業者が全ての物件で基準適合していると回答している。

一方で、外皮基準では約 4 割、一次エネルギー消費量基準では約半数が省エネ基準に適合しない住宅を建設

する場合があることを示唆しており、顧客の要望や設計条件によって仕様に差が生じることが推察される。 

 

図 2-24 省エネ基準への適合状況 

 

省エネ計算もしくは仕様確認の実施者を図 2-25に示す。省エネ計算もしくは仕様確認は、自社またはグル

ープ会社で実施するケースが最も多い。そのほか、計算コンサルタントや設備の設計事務所等に依頼するほ

か、断熱材や窓メーカーに依頼する場合もある。今後、適合義務化を見据えると、一部の事業者では、自社

での計算等を行うための技術の取得もしくは計算等の委託によるコスト増が課題になっていくと考えられる。 

 

把握している

75%

把握していない

25%

回答数

240

把握している

67%

把握していない

33%

回答数
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21%

確認していない
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わからない
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190
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72%
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による

16%

確認していない

10%

わからない

2%

回答数

158
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図 2-25 仕様確認もしくは省エネ計算の実施者 

 

各事業者の外皮性能及び一次エネルギー消費の現在の推奨及び将来目標を図 2-26 に示す。将来目標はおよ

そ 5 年後を想定することとした。回答は選択肢からの択一としたが、同一事業者から複数回答があった場合

は、選択数で除してすべての回答を計上した。 

(a)外皮性能、(b)一次エネルギー消費とも、現在の推奨値は、省エネ基準相当とする事業者の割合が高く、

より高い目標値を持つ事業者も見られた。将来目標は、現在よりも高い性能にシフトする傾向があり、外皮

性能ではHEAT 20*2の１～2地域の断熱性能推奨水準G2（0.28 W/(m2K)）前後が多く、一次エネルギー消費量の

削減率では、現在の基準相当からプラスエネルギーまで広く分散した。外皮性能の今後の目標はHEAT 20 の

推奨水準等が住宅事業者の方向性に大きく影響を与えるものの、一次エネルギー消費量の削減目標の方向性

については明確になっていないと考えられる。 

 

*2  HEAT 20：2020 年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会 
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(a) 外皮性能 (b) 一次エネルギー消費 

図 2-26 外皮性能及び一次エネルギー消費の現在の推奨・将来の目標 

 

北海道の住宅は、暖房や給湯のエネルギー消費が大きくなるため ZEH 達成が難しく、これまで事例が少な

い。住宅事業者が考える北海道における ZEH推進の課題を図 2-27 に示す。 

コスト上の問題（68 %）、顧客からの需要がないこと（50 %）を挙げる事業者が多かった。そのほかにも、

設計上の課題（計算方法がわからない（18 %）、どのような仕様にすれば ZEH になるのかがわからない（13 %）、

太陽光発電設置等の意匠への悪影響（23 %））、目標設定の妥当性への問題意識（ZEH は適切な目標像では

ないと考えている（21 %）、営業上のアピールポイントにならない（13 %））、実性能確保との乖離に対す

る問題意識（積雪で発電量が低下するため太陽光発電を設置していない（27 %）、省エネ計算上、開放的な

プランは ZEHに対して不利になるため（13 %））といった多岐にわたる項目が挙げられた。 

 

 

図 2-27 北海道における ZEH 推進の課題 
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②外皮性能 

部位ごとの断熱材種類を図 2-28に示す。それぞれの部位で最も採用割合が高かったのは、外壁の充填断熱

では高性能グラスウール、外壁の外張り（付加）断熱では押出法ポリスチレンフォーム３種もしくはフェノ

ールフォーム、天井断熱では吹込みグラスウール、屋根の充填断熱では高性能グラスウールや吹込みグラス

ウール、屋根の外張り（付加）断熱では押出法ポリスチレンフォーム、床断熱では高性能グラスウールもし

くはグラスウール、基礎断熱では押出法ポリスチレンフォームの３種もしくは２種であった。 

 

 

図 2-28 部位ごとの断熱材種類 

 

アンケートで得られた躯体の各部位の断熱材の種類と厚みから、断熱材の熱伝導率及び部位の断面構成を

表 2-4のとおり仮定し、熱貫流率を求めた。窓の熱貫流率は（国研）建築研究所「平成 28年省エネルギー基

準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」に掲載されている「窓等の大部分がガラ

スで構成される開口部の熱貫流率」を基に算定した。 

各部位の熱貫流率の推定結果を戸数ベースの累積頻度で図 2-29に示す。いずれの部位においても、大部分

が仕様基準*2の熱貫流率を満たすことが確認できた。 

 

*3 仕様基準：住宅仕様基準告示「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次

エネルギー消費量に関する基準」のこと 
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表 2-4 熱貫流率の算定条件 

(a) 断熱材の熱伝導率 (b) 部位の断面構成 

断熱材の種類 熱伝導率 

（W/(m2K)） 

高性能グラスウール 0.038 

グラスウール 0.036 

吹込みグラスウール 天井 0.052 
壁 0.040 

ロックウール 0.038 

吹込みロックウール 天井 0.047 

壁 0.039 

吹込みセルロースファイバー 0.040 

インシュレーションファイバー 0.052 

押出法ポリスチレンフォーム 3種 0.028 

押出法ポリスチレンフォーム 2種 0.034 

ビーズ法ポリスチレンフォーム 0.034 

フェノールフォーム 0.022 

硬質ウレタンフォーム 0.024 

吹付けウレタン 0.034 

ポリエチレンフォーム 0.042 
 

部位  部分  面積比率 

外壁 軸組工法 充填断熱一般部 
充填断熱一般部 
充填断熱熱橋部 

充填断熱熱橋部 

＋付加断熱一般
部 
＋付加断熱熱橋

部 
＋付加断熱一般
部 

＋付加断熱熱橋
部 

0.79 
0.04 
0.04 

0.13 

 枠組工法 充填断熱一般部 
充填断熱一般部 
充填断熱熱橋部 

充填断熱熱橋部 

＋付加断熱一般
部 
＋付加断熱熱橋

部 
＋付加断熱一般
部 

＋付加断熱熱橋
部 

0.76 
0.01 
0.02 

0.21 

屋根 充填断熱一般部 

充填断熱一般部 
充填断熱熱橋部 
充填断熱熱橋部 

＋付加断熱一般

部 
＋付加断熱熱橋
部 

＋付加断熱一般
部 
＋付加断熱熱橋

部 

0.79 

0.08 
0.12 
0.01 

天井 熱橋部なし 

床 軸組工法 充填断熱一般部 
充填断熱熱橋部 

 0.85 
0.15 

 枠組工法 充填断熱一般部 
充填断熱熱橋部 

 0.87 
0.13 

基礎 基礎天端の地盤面の高さは 400 mm、鉛直方向の断

熱材は地盤面下 450 mm まで挿入、水平方向の断熱
材は周囲から 900 mm内側まで挿入と想定した 

 

 

(a)躯体                (b)窓 

図 2-29 各部位の熱貫流率 

 

算定した熱貫流率に、省エネ基準の寒冷地住宅モデルを適用し、外皮平均熱貫流率を推定した結果を、戸

数ベースの累積頻度で図 2-30 に示す。99 %の住宅が 1～2地域の外皮平均熱貫流率 0.46 W/(m2K) を満たす断
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熱性能と推定された。中央値は 0.34 W/(m2K)であった。 

 

 

図 2-30 外皮平均熱貫流率の推定結果 

 

本アンケートでは、省エネ基準の適合状況を把握している事業者に自社住宅の外皮基準の適合率を尋ねた。

各事業者の申告による適合率と建設戸数を累計した適合率は 92 %であった（表 2-5）。これを図 2-31 で地域

別に示すが、顕著な地域差は見られなかった。なお、一部データ数が少ない地域があるため、地域を道央（石

狩、空知、後志）、道南（渡島、檜山、胆振、日高）、道北（上川、留萌、宗谷）、道東（オホーツク、十勝、

釧路、根室）の 4地域に分類して分析を行った。 

 

表 2-5 外皮基準の適合率 

各事業者の適合

申告値の累計 

標準仕様を基に計算

した推計値（参考） 

92 % 99 % 

 

  

図 2-31 地域別の外皮基準の適合率 

 

③一次エネルギー消費量 

各住宅事業者の熱貫流率の推計値（図 2-29）、各事業者の標準的な設備仕様から、設計一次エネルギー消

費量を算定した。標準的な設備仕様として、各住宅事業者から複数の回答があった場合は、エネルギー消費

量が大きくなる回答を優先して採用し、一次エネルギー消費量を算定した。 

全事業者の設計一次エネルギー消費量の推計値を建設戸数で重みづけ平均した結果を図 2-32 に示す。暖房

と給湯用途の割合が高く、両用途の道内の住宅省エネ化に対する重要性が確認できた。 
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図 2-32 用途別エネルギー消費量の推計値の平均 

 

暖房と給湯の熱源機の採用状況を図 2-33に示す。アンケートは複数回答を認め、事業者数ベースで集計し

た。暖房、給湯ともガス、次いで石油熱源の割合が最も高かった。エネルギー消費増大の大きな要因となる

電気ヒーター系設備*4の採用割合は給湯で 2 %、暖房で 21 %見られた。そのうち暖房では、17 %が電気パネル

ヒーターであった。電気パネルヒーターは、居住者によって設置されるケースが多いことから、設計一次エ

ネルギー消費量の算定の対象外であるため、適合率に影響を及ぼさないが、実消費量に影響を及ぼすのでさ

らなる省エネ化に向けた課題となろう。 

暖房と給湯用途の BEI（= 設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量）の推計値の戸数ベー

スの累積頻度を図 2-34 に示す。用途別では、暖房が 96 %、給湯が 79 %が基準値以内の消費量であった。給

湯は 21 %が BEIで 1を超えたが、ほとんどの住宅では超過は僅かで、BEIで 1.05以内が 99 %であった。 

図 2-33に基準値を上回る消費量となった事業者の熱源機の採用状況を示した。基準値を上回るのは、電気

ヒーター系熱源機を採用したことが主要因になったことが確認できた。 

熱源の採用理由を図 2-35に整理した。電気ヒーター系設備を用いる事業者は、その他の事業者と比較する

と、建築主からの要望や火災安全性を重視したことが分かった。 

 

*4 電気ヒーター系設備： 

暖房では、蓄熱式電気暖房機、電気ヒーター式床暖房、電気ヒーター熱源の温水暖房が該当。電気パネル

ヒーターも、電気ヒーター系暖房であるが、居住者設置によることが多いため、設計一次エネルギー消費

量算定の対象外であることから、これに含めないこととした。 

給湯では、電気ヒーター温水器が該当。 
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(a)暖房 

    

 (b)給湯 

図 2-33 熱源機の採用状況 

 

 

図 2-34 用途別 BEI 
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図 2-35 熱源の採用理由 

 

推計した BEIの戸数ベースの累積頻度を図 2-36に示す。本アンケートでは太陽光発電設置に関する設問を

設けたものの、同じ住宅事業者においても住宅により設置の有無や容量が異なると考えられることから、推

計に太陽光発電は加味しなかった。 

97 %の住宅の BEI が 1 以下、つまり一次エネルギー消費量の基準を満たす仕様と推計された。BEI の中央

値は 0.81で、BEI 0.75～0.90程度の間に 75 %の住宅が集まっていた。 

 

 

図 2-36 BEI の推定結果 

 

本アンケートでは、省エネ基準の適合状況を把握している事業者に自社住宅の一次エネルギー消費量基準

の適合率を尋ねた。各事業者の申告による適合率と建設戸数を累計した適合率は 81 %であった（表 2-6）。こ

れを図 2-37 で地域別に示す。道南圏で高い適合率が見られたが、回答が得られた住宅事業者の数が少ないた

め、ばらつきが発生した可能性も考えられる。その他の地域は同程度の適合率であった。 
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表 2-6 一次エネルギー消費量基準の適合率 

各事業者の適合

申告値の累計 

標準仕様を基に計算

した推計値（参考） 

81 % 97 % 

 

  

図 2-37 振興局別の一次エネルギー消費量基準の適合率 

 

太陽光発電の設置状況を事業者数ベースで図 2-38に整理した。上記の一次エネルギー消費量の推計には太

陽光発電を加味しなかったが、標準的に設置していると回答した事業者は 28 ％に上り、設置容量は 4 kW前

後が中心であった。ただし、太陽光発電の設置は、施主の意向、予算及び活用する補助事業の影響を受ける

と考えられる。 

 

 

 

(a) 採用状況 (b) 設置している場合の容量の標準 

図 2-38 太陽光発電の設置状況 

 

雪処理の対応方法を図 2-39 に示す。ここでは複数回答を認め、事業者数ベースで集計した。対応方法とし

て、屋根雪の落雪に関する配慮、敷地内の堆雪スペースの確保、アプローチと連続したカーポートの設置と

いった建築計画上の対応が多く見られた。一方、ロードヒーティングや融雪層の設置も、それぞれ 1 割程度

見られた。これら融雪設備は、排熱利用するタイプもあるが多くが多大な電気エネルギー等を消費するため、

敷地全体のエネルギー消費を削減していく上での大きな課題になる。 
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図 2-39 雪処理への対応方法 

 

各住宅事業者の建設戸数とアンケートの申告による省エネ基準の適合率を累計し、戸数ベースで、外皮基

準は 92 %、一次エネルギー消費量基準は 81 %適合と推定した。一方、住宅事業者の標準的な断熱及び設備仕

様の調査結果を基に試算を行うと、戸数ベースで、外皮基準は 99 %、一次エネルギー消費量基準は 97 %の住

宅が基準適合すると推定された。既往の調査に基づく外皮基準及び一次エネルギー消費量基準の適合率の推

定値との比較及び近年のトレンドについては、別途研究課題の中で分析を行う。多くの事業者では標準的な

仕様では基準適合するものの、何らかの事情で断熱及びエネルギー消費性能をダウングレードするときに不

適合物件が発生するものと思われる。もしくは、省エネ基準で適合判定を得るためには、住宅性能が要件を

満たすだけでなく、基準に基づく計算もしくは仕様確認に対応しなければないが、一部の事業者はこの対応

が不十分であったため、基準適合の障害になっている可能性がある。この点は道内住宅の円滑な適合義務化

に向けた今後の課題と言えよう。 

一次エネルギー消費量の大きな増大につながる電気ヒーター系設備は、建築主からの要望、火災安全性を

重視して設置するケースが多いことが分かった。 

設計一次エネルギー消費量に反映されないエネルギー上の課題として、ロードヒーティングや融雪層を設

置する事業者が、それぞれ 1 割程度見られた。これら融雪設備は、敷地全体のエネルギー消費を削減してい

く上での大きな課題になる。 

 

8）住宅性能の確保 

 アンケート調査の結果から、住宅の性能に係る項目を抽出し、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（以

下、「品確法」という。）における住宅性能表示制度に係る等級を推定した。 

①耐震等級（倒壊） 

 標準的な住宅における耐震性能の確保状況を図 2-40 に示す。耐震等級（倒壊）に係る確保の状況は、アン

ケート調査の項目として、直接訪ねた結果である。回答を得た事業者数は 215であり、そのうち 49％が耐震

等級１程度であり、耐震等級 2 程度以上がやや上回る結果となった。各事業者の建設戸数を勘案した戸数ベ

ースでの等級割合をみると、耐震等級 2 程度以上で約 6 割となり、建築基準法で要求する耐震性能を超える

住宅を建設する割合が高い結果となった。 
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図 2-40 耐震（倒壊）等級の推定結果 

 

②劣化対策等級 

 標準的な住宅における劣化対策等級に係る主要な項目の対応状況を図 2-41に示す。劣化対策等級で確認す

べき点は「外壁の軸組みの防腐（・防蟻）措置」、「土台の防腐（・防蟻）措置」、「浴室及び脱衣室の防水措

置」、「基礎高さ」、「床下の防湿措置」、「小屋裏換気」の 6 点である。ここでは、主な仕様から判断できるも

のとして「小屋裏換気」以外の項目について調査し、各項目の対応状況によって該当する等級の程度を推定

した。事業者数では約 8 割、戸数では約 9 割が等級 3 程度と推計された。等級 2 程度以下と推定されたもの

の多くが地盤からの基礎高さが 400mmに満たないものであった。 

 

 

図 2-41 劣化対策等級の推定結果 

 

③高齢者等配慮対策等級 

 標準的な住宅における高齢者等配慮対策等級に係る主要な項目の対応状況を図 2-42に示す。高齢者等配慮

対策等級で確認すべき点は、「個室の配置」、「段差」、「階段」、「手すり」、「通路及び出入口の幅員」、「寝室、

便所及び浴室（の広さ）」である。階段の配置等については、住戸によるばらつきも相当あると考えられるた

め、ここでは「階段」を除く項目の対応状況で等級を推定した。事業者数では約 8 割が等級 2 程度以下であ

り、戸数では約 9 割が等級 2 程度以下であった。便所の介助スペースの確保や特定寝室と他室の配置などで

等級が下がる傾向があり、限られた室内空間の活用の中で、バリアフリー、ユニバーサルデザインへの対応

が進んでいない状況がみられる。 
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図 2-42 高齢者等配慮対策等級の推定結果 

 
9）住宅仕様の変化 

 北海道における主な住宅仕様の傾向を以下に示す。一部の項目については、平成 22 年に実施したアンケー

ト調査の結果2と比較を行う。 

①主に使用する材種 

 主に使用する木材の種類の割合を、主な工法別、圏域別の戸数割合を図 2-43、2-44に示す。各工法、圏域

ごとの有効回答戸数を図中にｎ数として示している。在来軸組工法では、全道でみると構造材で外国産材の

使用割合が高く、下地材、土台で国産材の割合が高い。圏域別にみると、道南圏で外国産材の使用が多く、

オホーツク圏、十勝圏、釧路・根室圏では道産材の使用割合が高い。一方、枠組壁工法では、縦枠材、床根

太、床梁ともに外国産材の使用が多い。道南圏及び釧路・根室圏では国内産材の使用割合が高く、道北圏及

びオホーツク圏では一部で道産材が使用されているが、各圏域の事業者数が少ないため、参考とされたい。 

 

 
図 2-43 在来軸組工法で主に使用する材種（圏域別） 

                              
2高倉政寛、他：「持続可能な地域のための住まいづくりに関する研究 その６ 新築戸建住宅の属性（工法、

仕様等）」日本建築学会北海道支部研究報告集 No.84（2011 年 7 月） 



   27 

 

 

 

図 2-44 枠組壁工法で主に使用する材種（圏域別） 

 
②根太なし床の採用 

 在来軸組工法を主に採用する事業者のうち、根太なし床の採用割合を事業者の規模別に集計した結果を図

2-45に示す。全体では約 7割の事業者が全て根太なし床を採用しており、主に根太なし床を採用している事

業者を合わせると 8割以上となる。事業者の規模別にみると、「31～50 戸」、「101 戸～」が全ての事業者です

べて根太なし床を採用しているが、事業者数が少ないため結果の取り扱いは注意が必要である。その他の事

業者規模では、根太なし床の採用傾向に大きな差はみられない。北海道では、根太なし床の採用が一般的と

なってきているといえる。 

 

 

図 2-45 根太なし床の採用割合（事業者規模別） 
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③枠組壁工法のプレフレーミング率 

 枠組壁工法を主に採用する事業者のうち、壁等のパネルをあらかじめ工場などで組み立てて現場に搬入す

る「プレフレーミング」を採用する割合を図 2-46、2-47 に示す。有効回答事業者 47 社、有効回答戸数 933

戸であった。事業者数及び戸数のいずれにおいても、約 5 割が全てプレフレーミングを行っており、事業者

の約 8割、戸数では約 7割がプレフレーミングを採用している。 

 既往論文における結果と比較したのが表 2-7 である。既往論文における有効回答事業者は 116 社、有効回

答戸数は 1222 戸である。有効回答事業者数に大きな開きがあるため単純に比較はできないが、平成 22 年時

点と比較してプレフレーミングを採用する事業者及び住戸は増加していると考えられる。 

  

    図 2⁻46 プレフレーミング採用割合（事業者）    図 2-47 プレフレーミング採用割合（戸数） 

 

表 2-7 プレフレーミング採用割合の既往研究との比較 

 事業者割合 戸数割合 

既往論文 本調査 既往論文 本調査 

採用 45.7％ 78.7％ 44.8％ 73.4％ 

非採用 54.3％ 21.3％ 55.2％ 26.6％ 

 

④基礎構造及び地盤防湿措置 

 基礎構造の種別及び地盤防湿措置の採用割合を表 2-8 及び表 2-9 に示す。また、既往論文における結果を

合わせて記載する。本調査の有効回答戸数は 3996 戸であり、既往論文における有効回答戸数は 4345 戸であ

る。平成 22年の調査と比較して、布基礎の割合が 9ポイント減少しており、べた基礎のポイントがその分増

加している。布基礎を採用した住戸の地盤防湿措置の採用状況を見ると、防湿土間コンクリートと防湿フィ

ルムが半数ずつであり、既往論文と比較して防湿土間コンクリートを採用する割合が 10ポイント程度低下し

ている。この理由として、年間 101 戸以上を建設した大規模事業者 3 社が防湿フィルムを採用しており、そ

の合計戸数が 700戸を超えているため、防湿フィルムの割合が増加したと考えられる。 
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           表 2-8 基礎構造の採用割合と既往研究との比較（戸数） 

 戸数割合 

既往論文 本調査 

布基礎 87.1％ 78.1％ 

べた基礎 12.8％ 21.4％ 

その他 0.1％ 0.5％ 

 

           表 2-9 地盤の防湿措置の採用割合と既往研究との比較（戸数） 

 戸数割合 

既往論文 本調査 

防湿土間コンクリート 60.3％ 51.4％ 

防湿フィルム 39.2％ 48.5％ 

その他 0.5％ 0.1％ 

 

⑤屋根形状 

 圏域別の屋根形状の割合を表 2-10 に示す。また、既往論文における屋根形状の調査結果を表 2-11 として

引用する。全道で見ると、フラット屋根の割合が最も高く、次いで M 形屋根の採用が多い。ただし、M 形屋

根の採用が多いのは住宅戸数が多い道央圏においてのみであり、この結果が強く反映されている。圏域別に

みると、道南圏、道北圏、オホーツク圏では切妻屋根の採用割合が高く、十勝圏、釧路・根室圏では寄棟屋

根の採用割合が他の圏域と比較して高くなっている。平成 22年の調査と比較すると、全道では切妻屋根が減

少してフラット屋根が増加している傾向がみられる。道南圏及びオホーツク圏ではフラット屋根、十勝圏で

は寄棟屋根、釧路・根室圏では切妻屋根の採用割合が顕著に増加している。 

 

表 2-10 屋根形状の採用割合（圏域別） 

 

 

 

 

 

切妻屋根 片流れ屋根 寄棟屋根 M形屋根 フラット屋根 陸屋根
15.5% 5.7% 2.6% 28.5% 44.2% 1.2%

13.6% 3.7% 0.1% 39.7% 40.8% 1.0%

13.0% 11.5% 0.8% 0.0% 68.7% 6.1%

18.0% 1.1% 0.0% 3.7% 64.5% 0.0%

15.5% 13.5% 0.0% 0.0% 66.9% 4.1%

33.1% 15.7% 21.6% 0.0% 27.8% 1.8%

6.0% 27.4% 25.6% 0.0% 41.0% 0.0%

勾配屋根 非勾配屋根
戸数その他

0.0%

12.7%

0.0%

0.0%

131

456

148

338

道南圏

道北圏

オホーツク圏

十勝圏

2888

4078

釧路・根室圏

25.2% 74.8%

19.1% 68.2%

29.1% 70.9%

1.1%

全道
23.8% 74.0%

道央圏
17.3% 81.5%

2.2%

70.4% 29.6%

59.0% 41.0%
1170.0%



   30 

 

 

表 2-11 既往研究における屋根形状の採用割合（引用） 

 

 

 屋根葺き材の圏域別の採用割合を図 2-48に示す。全道では 8割以上が塗装鋼板であり、いずれの圏域でも

塗装鋼板の割合が最も高い。平成 22 年調査による既往研究においても、塗装鋼板が 86.5％を占めており、

屋根葺き材の採用の傾向に変化は見られない。 

 

図 2-48 屋根葺き材の採用割合（圏域別） 

 

⑥外装材の種類 

 外装材の事業者規模別の採用割合を図 2-49、図 2-50 に示す。最も使用頻度が高いのは、いずれの事業者

規模においても窯業系サイディングであり 6 割強が採用している。次いで高いのが金属系サイディングであ

る。2 番目に使用頻度が高いのは、金属系サイディングであり、サイディングの普及率が非常に高い。一方

で、事業者規模が 0～5 戸及び 51 戸以上の事業者では外装材に乾式タイル仕上げを採用する割合が高く、高

級感を志向する傾向がみられる。 
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図 2-49 最も使用頻度が高い外装材の採用割合（事業者規模別） 

 

 

図 2-50 ２番目に使用頻度が高い外装材の採用割合（事業者規模別） 

 

（４）先進的な取組事例の調査 

1）平成 28年度地域型住宅グリーン化事業の提案の整理 

地域型住宅グリーン化事業は、地域の中小住宅生産者等が行う優れた取り組みを支援する国の補助事業で

あり、平成 26 年度から実施されている。平成 28 年度に北海道で採択された提案は表 2-12 に示す 22 件であ

る。以下では、各グループが提案した内容について整理を行い、先進的な取組として掲げる事項の実態を把

握した。なお、提案内容の整理においては、グループで複数の提案がある場合にはそれぞれを１件として集

計を行った。 
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①断熱性能 

延べ 26件の提案事項のうち、23件が具体的な断熱性能を掲げている（図 2-51）。約半数が断熱等性能等

級 4相当のUA値 0.46W/（m2・K）と設定しており、残りの提案ではより高い断熱性能を設定している。北方型

住宅ECO相当のUA値 0.38W/（m2・K）とするものが約 3 割を占め、それ以上の性能を掲げるものと併せると 4

割強となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②相当隙間面積（C 値） 

延べ 26件の提案内容のうち、１７件が具体的な相当隙間面積に係る提案を挙げている（図 2-52）。この

うち、約 8割が北方型住宅ECO基準相当の相当隙間面積 1.0cm2／m2以下と設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-51 断熱性能に関する目標水準 

図 2-52 相当隙間面積に関する目標水準 
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③一次エネルギー消費量 

延べ 26件の提案内容のうち、8 件が具体的な一次エネルギー消費量に係る提案を挙げている（図 2-53）。

このうち、75%にあたる 6件が一次エネルギー消費量等級 5と設定している。「その他」は、一次エネルギー

消費量を躯体・設備の省エネ性能の向上及び太陽光発電による発電量との見合いで概ね 75%削減するとの提

案である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④耐震性能 

延べ 26件の提案内容のうち、10件が具体的な耐震性能に係る提案を挙げている（図 2-54）。耐震等級 2

とする提案はこのうち 8件である。目標水準を提示していないものを含む 16件が建築基準法相当の耐震等級

1 であるとすると、約 3割が耐震等級 2を掲げていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤劣化対策 

延べ 26件の提案内容のうち、8 件が具体的な劣化対策に係る提案を挙げており、いずれも劣化対策等級 3

としている。 

⑥維持管理 

延べ 26件の提案内容のうち、6 件が具体的な維持管理に係る提案を挙げており、いずれも維持管理対策等

級 3としている。 

図 2-53 一次エネルギー消費量に関する目標水準 

図 2-54 耐震性能に関する目標水準 
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⑦高齢者等対策 

延べ 26件の提案内容のうち、高齢者等対策に係る提案を挙げていたのは 1 件であり、高齢者等対策等級 3

としている。 

⑧その他 

上記の各項目以外の提案は、CASBEE 戸建-新築 B+以上、耐積雪等級 1 以上、ホルムアルデヒド対策等級 3

が挙げられている。 

 

2）住宅事業者グループ及び自治体による取組 

道内住宅事業者グループ、自治体による特徴ある取り組みを整理した（表 2-13）。いずれの事業者、自治

体においても、基本的な性能として北方型住宅の断熱性を満たすことが要件となっている。住宅事業者とし

ては住宅性能に限らず、地域らしさや人材育成、第三者確認などで独自の取り組みを行う傾向がみられる。

自治体による取組では、地域らしさの創出のため、具体的に外観をコントロールする取組が特徴的である。 
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ぞ
、
か
ら
ま
つ

・主
要
構
造
材
は
JA

S材
BI
S、

BI
S-

Eに
よ
る
設
計
・施

工
－

・共
通
様
式
の
維
持
保
全
計

画
の
作
成

・住
宅
履
歴
を
第
三
者
機
関
、

施
主
、
施
工
者
の
三
者
で
保

管

－

Dグ
ル
ー
プ

複
数
の
地
域
で
活
動
し
て
い
な
い
工

務
店

・高
断
熱
・高

気
密
性
能
、

・高
い
耐
震
性

・高
い
デ
ザ
イ
ン
性

－
・後

継
者
の
育
成

・団
体
で
建
材
の
共
同
購
入

・北
方
圏
住
宅
サ
ミ
ッ
ト実

行
委

員
会
の
立
ち
上
げ

－
－

Eグ
ル
ー
プ

十
勝
の
自
然
風
土
を
生
か
し
た
快
適

な
住
環
境
づ
くり

・C
値
：1
.0
cm

2/
m
2以

下
－

・単
1等

級
枠
組
壁
建
築
技
能

士
者
を
一
名
以
上
雇
用

・カ
ナ
ダ
林
産
業
審
議
会
と
の
協

力

・年
に
1件

以
上
の

フ
レ
ー
ミ
ン

グ
検
定

・年
に
最
低
1回

の
気
密
測
定

・年
に
1件

以
上
の

フ
レ
ー
ミ

ン
グ
検
定

・年
に
最
低
1回

の
気
密
測

定

Fグ
ル
ー
プ

－
・Q

1.
0住

宅
・新

在
来
木
造
工
法

－
－

－
－

東
川
町

・う
る
お
い
・地

域
に
馴
染
む
・ゆ

と
り

と
秩
序
の
あ
る
住
宅
景
観
と
調
和
し

た
街
並
み

き
た
住
ま
い
る
建
設
推
進
事
業

・U
A値

：0
.3
8W

/m
2･
K以

下
・C

値
：1
.0
cm

2/
m
2以

下
－

－
－

・役
場
で
確
認

－

倶
知
安
町

・木
材
な
ど
の
自
然
素
材
を
積
極
的

に
活
用

・冬
の
快
適
な
生
活
を
優
先
的
に
考

え
る

・羊
蹄
山
や
ニ
セ
コ
の
眺
望
を
生
活

の
一
部
と
し
、
夏
の
緑
豊
か
な
自
然
を

享
受
で
き
る
こ
と

・落
雪
対
策

・Q
値
1.
6W

/㎡
・K

以
下

・C
値
2.
0㎠

/㎡
以
下

・含
水
率
が
20
％
以
下
の
乾
燥
材

ま
た
は
集
成
材

－
－

・申
請
時
に
写
真
ま
た
は
証
明

書
を
添
付
す
る
要
綱
あ
り

－

東
神
楽
町

・東
神
楽
町
の
良
好
な
景
観
を
守
る

－
－

－
－

・申
請
さ
れ
た
も
の
を
東
神
楽

町
役
場
で
判
断

－

民 間 事 業 者 自 治 体表
2
-1
3 

住
宅

事
業

者
及

び
自

治
体

の
取

組
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（５）国の制度動向の把握 

 北海道における今後の住宅像を検討するために、国の制度、施策動向を調査した。 

「エネルギー基本計画」（2014 年 4 月）では、「住宅については 2020 年までに標準的な新築住宅で、2030

年までに新築住宅の平均で ZEHの実現を目指す」とある。平成 30年からは、国交省、経産省及び環境省の３

省連携による ZEH推進事業が展開され、特に集合住宅への展開が本格化する。また、従来の ZEH、Nearly ZEH、

ZEH Readyに加えて、一次エネルギー消費量の削減幅が大きく付加条件を設定した ZEH＋、再生可能エネルギ

ーによる削減効果を考慮しない ZEH Oriented が創設される。今後はこれらの総称として「ZEH」が用いられ

るため、平成 29年度以前の「ZEH」と混同しないよう注意が必要である。 

 
表 2-14  ZEHの定義 

 外皮性能 一次エネ性能 創エネを考慮 その他要件 

ZEH+ 1，2地域： 

UA＝0.40[W/m2・K] 

 

3 地域： 

UA＝0.50[W/m2・K] 

▲25％以上 ▲75%～100% 下記 3要素から 2要素以上 

①外皮性能のさらなる強化 

②高度エネルギーマネジメン

ト 

③電気自動車を活用した自家

消費の拡大措置 

ZEH ▲20％以上 ▲100%  

Nearly ZEH ▲20％以上 ▲75%以上  

ZEH Ready ▲20％以上 ▲50%～75%  

ZEH Oriented ▲20％以上 ―  

 
平成 30 年度における国土交通省、経済産業省及び環境省による ZEH 事業の概要は以下の通りである。 

1)国土交通省：さらに省 CO2化を進めた先進的な低炭素住宅、中小工務店が連携して建築する ZEH 

 「サステナブル建築物等先導事業」において、ライフサイクルカーボンマイナス（LCCM）住宅の補助事業

により、ZEHを超える性能の建築物の建設を推進する。また、平成 29年度以前にも実施している「地域型住

宅グリーン化事業」を継続し、今後の省エネ基準適合義務化の対象拡大、ZEH の標準化に向けて工務店等の

ZEHへの取組を推進する。 

2)経済産業省：将来のさらなる普及に向けて供給を促進すべき ZEH 

 「ZEH+実証支援事業」により、注文戸建住宅及び分譲建売住宅におけるより高性能な ZEH（ZEH+）の建設

推進を図るとともに、ZEH Oriented の創設により、都市部狭小地で太陽光発電パネルの設置が困難な地域に

おいても、住宅の基本性能の底上げを推進する取組を開始する。また、住宅用途部分が 6 階建て以上の高層

集合住宅を対象に「集合住宅における ZEH 実証支援事業」を開始し、これまで省エネ化の普及に課題があっ

た高層集合住宅の ZEH 推進を行う。 

3)環境省：引き続き供給を促進すべき ZEH 

 「ZEH 等による低炭素化促進事業」により、従前経産省が行っていた注文住宅における ZEH 建設促進を継

続して行う。また、「ZEH等による低炭素化促進事業」により、中低層集合住宅の ZEH建設推進を行う。 
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（６）目標像の検討 

住宅生産事業者等が主体的に取り組んでいる特色ある住宅づくりの動向を、アンケート調査及び先進的な

取組事例調査により把握した。その結果を以下のとおり整理する。 

 評価の視点は、北方型住宅の 4 つの基本性能に基づき、既存の認定制度等と評価項目の整合性を図る

ことが制度を定着させるためには重要である。 

 多くの住宅生産事業者等が断熱性能の確保及び向上を目指している傾向がみられ、今後はゼロエネル

ギーハウスに向けた取組を重視する事業者も一定数いる。また、BELS の取得を今後積極的に行う意向

がみられることから、性能の見える化により市場で評価されることが求められている。一方で、性能

の向上はコスト増につながることを懸念する意見もあり、目標水準としては一定の線引きが必要と考

えられる。グリーン化事業では、相当隙間面積（C値）に関する提案が多く、環境性能として重視する

傾向がみられる。 

 住宅事業者が標準的に扱う断熱・設備仕様であればほぼ全ての住宅で省エネ基準をクリアするはずで

あるが、顧客の要望等によって電気ヒーター式の暖房設備等を使用すると不適合となる可能性が高ま

る。 

 省エネ以外の各性能（耐震、劣化対策及び高齢者等配慮）についても、一定程度の水準はすでに確保

していることが明らかとなった。 

 近年、全国各地で増加している大規模災害に対する意識の向上がみられる。このことが目指す性能指

標として表れているのが耐震性能であり、耐震等級 2を設定する事業者が一定程度みられる。一方で、

北海道で過去に発生した自然災害は地震に限らず、台風、洪水、津波、噴火など多岐にわたるが、そ

のリスクは地域によって異なるため、地域ごとに求められる対策が異なることが想定される。 

 

以上の結果をもとに、「きた住まいる」ブランド住宅における目標像についての検討を行う。道内の住宅生

産事業者等が重視する住宅性能は省エネ性能であり、特に断熱性能の向上に意欲的である。先進的な事業者

は ZEHなど、さらに省エネ性能の高い住宅づくりを目指す傾向にあり、「きた住まいる」ブランド住宅におけ

る目標像として考慮すべき事項と考えられる。また、災害に対する安全性を向上させる取組も多くみられ、

災害が多発する近年の状況を踏まえても、「防災」に係る取組は今後重要性が増すと考えられる。その他、「地

域らしさ」については現状の取り組みで十分との意見が多いが、道内住宅事業者が他の事業者と差別化を図

るためには、むしろ積極的にアピールすることが有効と考えられるとともに、林業等の他産業と一体となっ

て地域振興を図るうえでも施策として重要と考えられる。従って、「きた住まいる」ブランド住宅において積

極的に導入を図るべきと考えられる。 

 

３．目標水準の検討 
 上記の目標像を実現するための「きた住まいる」ブランド住宅の目標水準について検討を行った。 

 

（１）適用範囲の検討 

「きた住まいる」制度では、戸建て・共同、新築・既存のいずれの住宅も対象としている。「きた住まいる」

ブランド住宅の対象とする住宅種別も同様となる見込みであるが、生産体制や普及技術レベル等に差があり、

目標水準をそれぞれに設定するか共通で設定するかの検討が必要であった。 

目標水準の適用範囲の検討は、ブランド WGに参加の道内住宅生産事業者等の意見を踏まえて行った。住宅
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の種別による目標水準設定に対する主な意見を表 3-1 に示す。これらの議論から、目標水準の検討は住宅の

種別ごとに分けて行うこととし、まずは「きた住まいる」制度が運用されている新築・戸建住宅を対象とす

ることとした。 

 

 

 主な意見 

住宅種別で共通とするべき 

 住宅の種別によって住まいの質に差が生じること自体が本来おか

しい 

 ブランド住宅が今後ストックとして市場流通した際に、住宅の種

別で水準に差があると分かり難くなる。 

住宅種別で変えるべき 

 建設当時の技術によって基本スペックは異なるので、新築と既存

で目標水準は分けるべき 

 住宅生産の仕組みが異なるので、戸建てと共同の目標水準は分け

るべき 

 いずれの住宅種別も標準的なスペックが異なるので、目標水準も

分けて議論すべき 

 住宅の種別によって、ユーザーの認識も異なるため、目標水準も

分けるべき 

 

（２）目標水準検討の位置づけ 

「きた住まいる」ブランド住宅は住宅生産事業者等が提案する様々な先導的な取組を道が登録する制度で

あり、その提案内容は多岐に亘ることが予想される。従って、個々のブランド住宅が目指す住宅像は必ずし

も同一ではなく、目標とする水準も異なることを前提とするべきである。そこで、「きた住まいる」ブランド

住宅の目標水準のうち、最低限満たすべき共通の要求事項を「基礎基準」として設定し、「きた住まいる」メ

ンバーが建設する住宅の質の底上げを図ることとする。 

 

 図 3-1 目標水準及び基礎基準の関係 

表 3-1 目標水準設定の適用範囲に関する主な意見 
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（３）目標水準の検討 

目標像の検討結果を踏まえ、「きた住まいる」ブランド住宅における新築・戸建住宅の基礎基準の検討を行

う。ブランド WGにおける住宅生産事業者等の意見として、既存の認定制度等と評価の視点が整合しているこ

とが、事業者及びユーザーにとって分かり易いとの指摘があったため、基礎基準は既存制度の分類を参照す

ることとした。 

既存制度における住宅性能に係る要求水準と基礎基準案を表 3-2 に示す。目標像の検討結果より、事業者

が最も重視しているのは「省エネルギー」であることから、その点が強化されるよう基礎基準案を 3 通り作

成した。外皮性能について、UA値 0.38（W/m２・K）は北方型住宅ECO相当であり、UA値 0.34（W/m２・K）はHEAT20

におけるG1相当の値である。 

表 3-2の基礎基準案を基に、ブランド WGにて住宅生産事業者等に対して意見照会を行い、目標水準の検討

を行った。基礎基準はあくまで「きた住まいる」ブランド住宅における最低限の要件であり、この水準を高

くし過ぎると個別の提案を出しにくくなる恐れがある。基礎基準で定める水準としては、北方型住宅 ECO と

長期優良住宅を組み合わせた内容が妥当との意見を得た。ただし、一次エネルギー消費量は今後の省エネ基

準適合義務化が見込まれることから、省エネ基準相当の「一次エネルギー消費量等級 4」を設定することと

した。また、気密性能に係る相当隙間面積についてはその重要性に鑑み、表示義務を設けることで配慮する

こととした。さらに、地域資源の活用を考慮することを基礎基準に加えることで、「地域らしさ」に係る積極

的な提案につながるよう配慮した。 

以上を踏まえ、「きた住まいる」ブランド住宅の目標像を図 3-2に示す 4つのカテゴリーに整理するととも

に、基礎基準を表 3-3 のとおり設定した。 

 

 

 

  



 

   41 

 

 

 

 

 

 

  

表
3
-2
 

既
存

制
度

に
お

け
る

住
宅

性
能

に
係
る

要
求
水

準
と
基

礎
基
準

案
 



 

42 

 

 

 

 

 
 

きた住まいる
ブランド住宅

基礎基準

考慮すること

⑨ 専門技術者の関与
BIS等

又は住宅省エネ講習修了者
BIS、BIS-E、BIS-M

定
性
的
項
目

長寿命

⑥ 可変性
更新対策
(住戸専用部分)

－

⑦
住宅履歴情報
の保管

保管方法(ｼｽﾃﾑ)
「きた住まいるｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ」

又は同等以上のｼｽﾃﾑ

⑧ 住宅性能の見える化
「住宅ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｰﾄ」又はこれと
同等の住宅の概要や性能の評価等

を記したものを発行

地域
らしさ

⑩ 地域資源の活用 －

環境
との
共生

⑤ 省エネルギー性

断熱等性能等級 等級4(新築)
等級4(新築)

UA値:0.38以下

気密性能 － 表示義務

一次エネルギー
消費量等級

等級4(新築) 同左

同左

② 耐震性
耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)

等級1(新築) 等級2(新築)

同左

－

「住宅ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞｼｰﾄ」を発行

評価項目
きた住まいる

基本要件

定
量
的
項
目

長寿命

① 劣化対策
劣化対策等級
(構造躯体等)

等級3(新築)

③
維持管理・
更新の容易性

維持管理対策等級
(専用配管)

－ 等級3(新築)

安心・
快適

④ 高齢者等対策
高齢者等配慮対策等級
(専用部分)

－ 等級3(新築)

図 3-2 ブランド住宅の 4つの視点 

表 3-3 「きた住まいる」ブランド住宅における基礎基準 
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（４）既にある住宅ブランドの位置づけ 
北方型住宅、北方型住宅 ECO 及び北海道 R住宅など、実績のある住宅ブランド（以下、「従来型ブラ

ンド」という。）については、既に登録されている住宅の履歴活用や、市町村の補助事業などでの活用

において受け皿が必要であることから、ブランド住宅に位置付ける必要がある。しかしながら、従来

型ブランドで定める基準は必ずしも「きた住まいる」ブランド住宅の基礎基準を満たすものではない

ため、制度上は新たに登録される住宅ブランド（以下、「新規ブランド」という。）と分けて扱う必要

がある。そこで、従来型ブランドに関しては、基礎基準は設けないこととする。 

住宅ブランドに登録したときは、従来型ブランドに基づき住宅を建てることができる事業者は「き

た住まいる」メンバーに限られ、「きた住まいる」基本要件を満足する必要がある。また、従来の要件

を変更してブランド登録する場合は新規ブランドとして扱い、基礎基準を満足させることとする。 

 

 

 

 

 

４．目標水準を実現するガイドラインの検討 
 「きた住まいる」ブランド住宅として今後目指すべき住宅像を、住宅事業者及び市町村に向けたガ

イドラインとして整理する。これにより、「きた住まいる」ブランド住宅の主旨を広く普及し、住宅事

業者及び自治体の多様な取組が北海道の目指す住宅像に合致するものかを判断する一助とすることを

目的とする。以下に、ガイドラインに盛り込むべき内容を提案する。 

 

（１）「きた住まいる」ブランド住宅ガイドライン作成の趣旨 
 「きた住まいる」ブランド住宅は、住宅事業者や自治体による先進的な取組を道が登録し、技術力

の向上、競争力の確保、総合性能に優れた住宅の建設推進及びユーザーの意識啓発を行うことを目的

としている。この目的を踏まえ、道が目指す住宅像を広く住宅事業者や自治体に周知し、良質な住宅

ストック形成を促進するため「きた住まいる」ブランド住宅ガイドラインを作成する。 

 

（２）北海道における今後の住宅施策の目標 
1）北海道住生活基本計画の概要 

 「北海道住生活基本計画」は、「住生活基本法」第 17 条第 1 項に基づき北海道が策定するもので、

北海道における住宅施策の目標、施策の方向性、重点的な取組を定めることで、具体的な住宅施策を
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図 3-3 「きた住まいる」における従来型ブランドと新規ブランドの関係 
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推進することを目的としており、これまで「北方型住宅」や「北海道 R 住宅」の普及促進などの取り

組みに反映されてきた。北海道では、平成 24年 3月に策定した「北海道住生活基本計画」に基づき道

民の住生活の安定の確保と向上に向けて取り組んできたが、平成 28年 3月に全計画が見直されたこと

を踏まえ、計画の見直しを行っている。現行の計画は、平成 28年度～平成 37年度の 10年間を計画期

間としており、平成 32年度の終了時に、成果指標による進捗状況の評価や社会情勢の変化などを踏ま

えて見直しが検討される。 

 「きた住まいる」は道が実施する住宅施策の一部であり、北海道住生活基本計画の一端を担うもの

である。したがって、ブランド住宅が目指す住宅像は北海道住生活基本計画が示す住宅施策の目標と

一致すべきものである。 

 

2）住宅施策の目標 

北海道住生活基本計画で定める住宅施策の目標は、以下の 3点に集約される。 

①「安全で安心な暮らし」の創造 

高齢者や障がい者、子育て世帯など誰もが安全に安心して暮らし続けることができるように、住ま

いにおけるユニバーサルデザインの導入や、地震などの自然災害にたいしても安全な住まいづくりを

目指す。 

 さらに、震災などの被災者などを含めた住宅の確保に特に配慮を要する方々が安全に安心して暮ら

すことができる住まい、地域づくりを目指す。 

②「北海道らしさ」の創造 

 本道の積雪寒冷な気候風土を踏まえ、寒い冬でも快適な室内環境を確保する優れた住宅建築技術の

さらなる発展や、除雪の負担軽減に配慮するなど積雪寒冷な気候に対応した住まいづくりや暮らしの

工夫を目指す。 

 豊かな自然環境や美しい景観、養父な地域資源を有する本道の地域性を活かすとともに、中心市街

地のにぎわいを創出するコンパクトなまちづくり、地域資源の活用によるCO2排出量の削減、自然環

境・景観を保全・活用する住まい方の推進など北国・北海道らしい住まい、地域づくりを目指す。 

③「活力ある住宅関連産業」の創造 

住宅産業は、木材などの生産加工から建設、サービスまで幅広い産業と関わる裾野の広い産業構造

を有しており、道内経済を支える重要な産業となっている。 

 地域材の活用や新たな技術や製品を生み出すことにより、地域の技術力を活かすとともに北海道ら

しい良質な住まいづくりを促進する中において、良質な住まいづくりの担い手としてはもとより、地

域経済や地域の活性化に寄与する活力のある産業として、住宅関連産業のさらなる発展を目指す。 

 

（３）「きた住まいる」ブランド住宅の目指す住宅像 
1）基礎基準の設定 

 ブランド住宅が最低限満たすべき性能、仕様として、基礎基準を設定した。基礎基準の評価項目及

び水準は既存の認定制度等と評価の視点が整合していることが、事業者及びユーザーにとって分かり

易いことから、北方型住宅 ECO及び長期優良住宅の評価項目及び水準を参照した。 
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    表 4-1 きた住まいるブランド住宅基礎基準 

 

 

2）「長寿命」の視点 

良質な住宅ストックの形成に向け、長く使われることを想定し、新築時に考慮すべき性能、仕様を

備えた住宅の建設を推進するとともに、維持管理の容易性や体制を整備することで良質な住宅ストッ

クの活用が実行される環境を整備する以下の取組を推進する。 

 耐久性の確保 
 耐用性の確保 
 間取り等の変更に配慮した計画 

 
①耐久性の確保 

躯体は、仕上げや設備機器と比較して不具合が発生した際に改修等で対応することが困難であり、

耐久性を確保するためには、建設段階で適切な対応をすることが重要である。 
住宅性能表示制度における劣化対策等級は、長期にわたって躯体の健全性を確保するための措置を

評価するものであり、具体的には、土台まわり等の雨掛かり部分の防腐処理を適切に施すこと、湿気

が滞留しやすい床下、外壁の内部及び小屋裏の防湿、換気に配慮すること、浴室周辺の防水処理を行

うことなどが挙げられる。長期優良住宅で要求される等級 3は 75 年～90 年程度の間、構造躯体等が限

界状態に至らないことを想定している。 

アンケート調査の結果より、約 9割の住戸で劣化対策等級 3程度の仕様が確保されており、北海道

で流通する資材や仕様によっても等級 3の確保は十分に可能である。ブランド住宅における取組とし

て、第三者等による施工検査、定期点検の推進等による劣化対策の実効性の担保が重要と考えられる。 

 

図 4-1 耐震（倒壊）等級の推定結果 

 



 

46 

②耐用性の確保 

 住宅の長寿命化を実現するためには、耐久性の確保だけでなく、耐用性を併せて確保することが重

要である。耐用性を確保するためには、日常の維持管理や設備更新が容易であること、ライフスタイ

ルの変化に対応可能であることが重要である。 

躯体と比較して耐久性が低い設備機器等の維持管理、更新が容易であることは、住宅の耐久性を高

めるだけでなく、維持管理コストを低減することが可能であり、結果として住宅の長寿命化に寄与す

る。特に、室内に表れてこない設備配管等の隠蔽部の点検に配慮することは、不具合の早期発見によ

り被害を最小限に抑えることができるだけでなく、道連れ工事を最小限に抑えることで工期短縮や改

修コストの抑制など、居住者の負担を軽減することができるため有効である。また、さや管ヘッダー

工法を用いることで、維持管理の手間を軽減し、更新を容易にすることも有効である。住宅性能表示

制度における維持管理対策等級（専用配管）は、このような対策が取られていることを評価するもの

であり、劣化対策等級 3 に対応する性能としては、維持管理対策等級（専用配管）3 は必須といえる。

これに加えて、定期的な点検を実施するなど、住宅の維持管理が適切に行われる体制を構築する等の

取組も重要である。 

 
図 4-2 さや管ヘッダー工法 

（出典：北方建築総合研究所「北の住まいづくりハンドブック」） 

 

③間取り等の変更に配慮した計画 

住宅に求められる広さや間取りは、居住者のライフステージによって大きく異なる。住宅の耐久性

を確保し、長期間使われ続けることを想定すると、世帯構成の変化、高齢化、持ち主の変化など、様々

な生活様式の変化に住宅が対応できることが、住宅の陳腐化を防ぎ、耐用性を確保することにつなが

る。そのためには、空間構成の変更が容易であること、予め十分な空間を確保した設計とすることが

重要である。空間構成の変更、すなわち間取りの変更を容易にするためには、動かすことができない

構造躯体の適切な配置と、間仕切り壁の明確な分離が有効と考えられる。構造躯体は基本的に動かす

ことができないため、将来的な間取りの変更等を想定する場合は、可能な範囲で大きな空間を確保で

きるように柱や構造耐力壁等の構造耐力要素を配置するなど、設計段階での配慮が求められる。 
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図 4-3 高齢化に対応し空間構成の変更例 

（出典：北方建築総合研究所「北の住まいづくりハンドブック」） 

 

3）「環境との共生」の視点 

CO2排出量及びエネルギー消費量の削減、再生可能エネルギーの活用、及び住宅資材の再資源化等へ

の配慮により環境負荷を抑制し、持続可能な社会と暮らしを支える住宅の建設を推進する。また、地

域の気候風土に適した計画とすることで、以下の視点に基づく環境と調和した住宅の建設を推進する。 

 環境負荷の低減 
 積雪寒冷な気候への配慮 

 

①環境負荷の低減 

限られた資源を有効に使い、環境に与える負荷を低減していくことは、北海道だけでなく世界的な

課題であり、COP21 のパリ協定において日本は 2030 年度に 2013 年度比で 26％の温湿効果ガスの削減

目標を掲げている。エネルギー基本計画などの国の施策では、前述のパリ協定等を受け、2030 年まで

に新築建築物の平均で ZEH を実現する目標が掲げられており、住宅においても一層の省エネルギー化

が重要になる。 

住宅の使用時におけるCO2排出量及びエネルギー消費量を削減するためには、断熱性能の確保、気密

の確保及び高効率設備の導入などが効果的である。北海道では、北方型住宅、北方型住宅ECOなどで断

熱、気密性能の確保及びエネルギー消費量の削減を推進してきたが、今後はより一層の省エネ化を推

進する必要がある。特に一次エネルギー消費量の削減は不可欠で、省エネ基準の達成に止まらず、よ

り高い水準を目指していく必要がある。外皮性能及び一次エネルギー消費量の算出方法の習得といっ

た人材育成とともに、住宅性能表示制度における一次エネルギー消費量等級 5、BELS★5の取得、広義

なZEH＊の認定取得、LCCM住宅の認定取得など、省エネ基準を超える性能の確保が求められる。 

 

＊広義な ZEHとは、ZEH＋、ZEH、Nearly ZEH＋、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented を含む。 
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図 4-4 Q値とLCCO2の関係 

（出典：北方建築総合研究所「北の住まいづくりハンドブック」） 

 

 

北海道は豊かな自然に恵まれ、全国でも有数の風力、地熱、中小水力、太陽光など多様なエネルギ

ー源を有している。これら再生可能エネルギーによる発電電力を利用することは、化石燃料の燃焼に

よるCO2排出量を低減することに寄与すると考えられる。また、太陽熱や地中熱を積極的に利用し、暖

房や給湯に要するエネルギーを削減することは、北海道の住宅では特に効果が大きい。 

 

 

図 4-5 水平採熱型地中熱ヒートポンプ 

（出典：北方建築総合研究所「北海道型ゼロエミッション住宅に関する研究」（道受託：H23～25年）） 

 

 住宅は、解体されると様々な廃棄物が発生する。再利用や再資源化が困難な混合廃棄物は埋め立て

処分され、環境に大きな影響を与える。混合廃棄物を削減するには、建設段階から除却・解体時の再

利用、再資源化を考慮した設計、材料選択を行うことが重要であり、分別・解体の容易な工法、建材

の採用を心がけるとともに、解体資材のストック、再利用を図るなどの配慮が重要である。 
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図 4-6 廃棄物を抑制する建築資源循環のイメージ 

 

②積雪寒冷な気候への配慮 

北海道は積雪寒冷な地域であるが一様ではなく、地域によって様々な気象上の特徴がある。地域の

気候風土に応じた性能、仕様を確保することが、環境負荷の低減や快適性の向上につながる。特に寒

冷な地域では、断熱性能を強化することが有効であり、冬季の日射が充分に見込める地域では南面か

らの日射熱を上手く活用することが有効である。 

 

 

   

図 4-7 道内の気象特性と省エネ設計の例 

（出典：北方建築総合研究所「北海道型ゼロエミッション住宅に関する研究」（道受託：H23～25 年）） 

 

積雪が多い地域では、屋根や敷地に堆積した雪の処理方法について予め配慮することで、除雪負担

の軽減や、屋外事故を予防することが可能となる。落雪屋根の場合であれば、屋根からの雪がどの範

囲に滑落するかを確認し、住宅の配置計画に反映させるなどが重要となる。また、車庫等とアプロー

チをうまく組み合わせることで除雪負担を軽減することも効果的な取組である。 

 

 

 

 

 

 



 

50 

表 4-2 屋根からの落雪距離早見表 

 

 

4）「安心・快適」の視点 

災害や犯罪への備え、ライフステージの変化（特に高齢化）に対して、住み慣れた環境で安心して

快適な環境で暮らし続けることができる、以下の視点に基づく住宅の建設を推進する。 

 災害への対応 
 住宅内外での安全確保 
 住宅内での快適性の確保 

 

①災害への対応 

北海道では過去に、地震、台風、洪水、噴火などの災害が発生している。自然災害の発生を防ぐこ

とは困難であるため、災害に強い住まいとすることが重要である。特に、過去に地震被害が発生して

いる地域は、今後も地震が発生する恐れがあるため、耐震性の高い住宅とするとともに、インフラが

復旧するまでの間、生活を持続できるよう備えておくことが効果的である。 

品確法の耐震等級（倒壊）は、地震力に対して倒壊しない仕様であることを確認するものであり、

熊本地震においても耐震等級 2 以上の建物では被害が少なかったことが報告されている。長期優良住

宅では耐震等級 2 以上を要件としており、同程度の耐震性能の確保が今後求められる。また、冬期に

災害が発生した場合、避難所の生活は過酷となることが想定されるため、自宅避難が一定期間可能と

なるよう、無暖房でも最低限の室温が確保できる断熱性能、非常食等の備蓄庫、発電・蓄電設備の設

置などの対策が効果的と考えられる。 

 

図 4-8 ゆれやすさマップ 

（出典：内閣府「ゆれやすさマップ（北海道）」） 

※「屋根雪の滑落飛距離の簡易計算ファイル」を建築研究本部のウェブサイトで公開しております。 

http://www.hro.or.jp/list/building/develop/software/yaneyuki.html 
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②住宅内外での安全確保 

北海道は全国と比較して高齢化の進行が早く、高齢世帯率も 2035 年には 4割を超えると推定されて

いる。高齢者のケガは重篤化しやすく、住み慣れた住宅に住み続けることが出来なくなるなど、快適

な生活を阻害する要因となる。品確法の高齢者等配慮対策等級では、「個室の配置」、「段差」、「階段」、

「手すり」、「通路及び出入口の幅員」、「寝室、便所及び浴室（の広さ）」によって住宅内外での事故防

止、介助の容易性を評価している。等級 4、5のように多項目で配慮した住宅は全国でもまだ一般的で

はないが、少なくとも段差解消や手すり設置に配慮し、等級 3 程度以上を目指すべきである。 

高齢者の家庭内事故は転落が最も多く、次いで転倒が多い。住宅内外での段差の解消、動作・歩行

補助のための手すりの設置などが事故防止に有効である。また、子育てや介護がしやすいように便所、

トイレ、風呂などは広い空間を確保しておくことも有効である。北海道の住宅は断熱、気密施工の技

術が向上したことにより開放的なプランとすることが容易であり、廊下や段差となる部屋の境界を減

らすなどの工夫が可能と考えられる。 

 
図 4-9 家庭内事故の内訳 

（出典：独立行政法人国民生活センター「医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故―高齢者編

―」（平成 25年 3月） 

 

北海道では冬期に積雪や凍結により住宅の屋外空間での転倒事故が発生するリスクが高い。玄関ま

でのアプローチ上に庇や屋根をかけて積雪を防ぐとともに、植栽等で吹込み、吹き溜まりを防止する

ことが有効である。また、アプローチの仕上げを滑りにくい素材にすることも有効である。路盤面の

滑りにくさは、JISに規定する方法による C.S.R（滑り抵抗係数）によって表される。積雪条件では C.S.R

は水平面で 0.2 以上、スロープなどの傾斜面では 0.3 以上が必要となり、車いすの介助などを想定す

るとより大きな値となるような配慮が必要である。 

 

図 4-10 積雪条件での床材量の C.S.R 

（出典：北方建築総合研究所「北の住まいづくりハンドブック」） 
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③住宅内での快適性の確保 

住宅内の快適性を左右するのは、温熱環境、音環境、空気環境などである。住宅の高断熱・高気密

化にともない、室内空気の計画換気の重要性が増すとともに、換気口などからの外部騒音対策が必要

になるなど、快適性に影響を与える要因は相互に影響を及ぼすことがある。住宅内の快適性を総合的

に向上させる工夫や取り組みが求められる。 

 快適な温熱環境の確保で重要なのが、住宅内に温度むらを作らないことである。居室間の温度むら、

上下方向の温度むらなどが生じると、不快感を生じるだけでなく、ヒートショックや結露の発生によ

り居住者、住宅双方に悪影響を及ぼす恐れがある。住宅を高断熱・高気密化するとともに、全室暖房

とすることにより温度むらの小さい温熱環境を作ることができる。また、HEAT20 では、住宅内の温熱

環境を一定程度確保できる断熱性能水準として「G1（UA値：0.34W/m2・K）」及び「G2（UA値：0.28W/m2・

K）」を提案している。 

 

 

図 4-11 HEAT20外皮性能水準とエネルギーの関係 

（出典：2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会「HEAT20 設計ガイドブック＋」建築技術） 

 

5）「地域らしさ」の視点 

地域の景観を活かし、地域産業と協力することで地域らしさを醸成するとともに、良質な住宅スト

ック形成を担う次世代の雇用、育成への以下の取組を推進する。 

 景観への配慮 
 地域材、地場産業の活用 
 雇用の確保、人材育成 

 

①景観への配慮 

住宅は個人の資産である一方で、まちなみという観点からは公的な性格を含んでおり、色彩、形状、

高さなど、周囲と調和した計画とすることが重要である。豊かなまちなみは、その地域を特徴づけ、

価値を向上させる。 

景観への配慮として注意すべき点には、外壁面の位置、屋根の高さ、建物の形状、材質や色彩、植

栽、付帯設備などである。一体感のあるまちなみを形成するには、これらの仕様をある程度制限し、

統一感を持たせることが必要となる。いくつかの自治体では、地域の景観に配慮し、地域らしさを考

慮した仕様を提示しており、補助事業などで活用されている。 
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図 4-12 くっちゃん型住宅の概要 

（出典：倶知安町「くっちゃん型住宅ガイドライン」平成 24年 3 月） 

 

 

図 4-13 東川風住宅の概要 

（出典：東川町「東川風住宅設計指針」） 

 

②地域材、地場産業の活用 

地元で採れた材料を用いて住宅を建設することは、地域経済循環を促進するとともに輸送・運搬に

係るエネルギーを削減し、環境負荷の低減にもつながるため、一層推進していくことが求められる。

地域材の代表的なものは木材だが、火山灰や農林水産業から排出される廃棄物を利用した建材など

様々なものが開発されている。また、地場産業による建具や家具などの製品、サービスなどを積極的

に活用することも、地域らしさの醸成につながるとともに雇用の確保にもつながり、次世代の住宅需

要へと寄与することが期待される。 

 

③雇用の確保、人材育成 

全国的な高齢化、少子化が今後益々進み、住まいづくりの担い手が減少していくことが危惧されて

いる。地域における住宅事業者の役割は新築住宅の建設だけではなく、点検、修繕、改修、増改築な

どアフターフォローを担う部分が大きく、住宅ストックの活用に重点が置かれる今後の住宅市場にお
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いてより重要な役割を担うと想定される。地域で事業を継続すること、そのために次世代を担う人材

の雇用を確保し、育成に取り組むことは非常に重要である。 

 
（４）目指す住宅像を実現する取組の例 
 きた住まいるブランド住宅の目指す住宅像は、前述の 4 つの視点から成る。これを受けて、どのよ

うな取組がブランド住宅となり得るのかを以下に例示する。 

 

1）高度省エネ型 

①ZEH 志向型 

 一層の一次エネルギー消費量の削減と、快適な室内環境の確保のため、省エネ基準の地域区分 1、2

においてBEI＝0.8以下、かつ、UA=0.34（W/m2・K）以下となる設備及び外皮仕様とする。ZEH Oriented

の要求性能を満たし、地域及び敷地の条件が合えば太陽光発電を設置することでNearly ZEH、ZEHの要

件を満たすことも可能な性能水準を確保する。 

 

表 4-3 ZEH 志向型の要件 

 
 

②消費エネルギー削減タイプ 

 一層の環境負荷低減を進めるため、6地域における同規模の住宅における基準一次エネルギー消費量

（GJ）以上の一次エネルギー消費量を削減する設計とする。建設戸数で最もカバー率が高い 6 地域に

おける住宅１戸分の一次エネルギー消費量を削減することに相当し、環境負荷低減に資する住宅の建

設を促進する。 

 

（基準一次エネルギー消費量）-（設計一次エネルギー消費量）＞6地域の基準一次エネルギー消費量 

 

2）地域型 

①冬期日射活用型 

冬期に日射量が豊富である地域の気候風土を考慮し、南面開口部を大きくするとともに、日射熱取

得率が●●以上の建具構成を採用し、暖房期の日射熱取得率が概ね●●以上となる仕様とする。これ

により、地域の特徴を活かして一次エネルギー消費量の多くを占める暖房負荷を低減し、環境負荷の

低減に貢献する。なお、日射熱の活用方針は地域、方位、周辺状況等によって異なるものであるため、

ここではあくまで考え方の例示に止め、具体的な数値は根拠を含めて個別に検討することとした。 
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表 4-4 冬期日射活用型の要件 

 

 
②地域材活用型 

 市町村内で生産される製材、羽柄材を積極的に活用することとし、構造材で 7 割以上、羽柄材は全

て地域材を用いる。地場産業と連携し、安定的な販路確保と地域経済循環、地域雇用の創出に貢献す

る。 

 
表 4-5 地域材活用型の要件 

 
 
3）耐震強化型 

 地震災害に対して安全・安心な住宅として、耐震等級 3の取得、災害備蓄庫を兼ねた収納庫の設置、

非常電源としての太陽光発電設備の設置を行う。耐震等級 3 の仕様には免振も含む。また、冬期に災

害が発生した場合、発災から数日は無暖房でも自宅避難が可能となるよう、外皮の断熱性能はUA=0.34

（W/m2・K）以下とする。 

 
表 4-6 耐震強化型の要件 
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4）長期安心型 

基礎基準で定める定量的項目が確実に確保されているかを担保するため、住宅性能表示制度におけ

る建設評価を取得するとともに、グループ企業による相互確認を行うことで施工精度の確保に努める。

また、住宅履歴情報は「きた住まいるサポートシステム」にて保管し、長期優良住宅と同様に、点検・

修繕計画書を作成するとともに、定期的な点検を実施する。 

 

表 4-7 長期安心型の要件 

 

 

5）総合型 

 きた住まいるブランド住宅の目指す住宅像を総合的に実現するものであり、社会動向等を踏まえて

適宜見直されていくべきものである。国際的な省エネ化の推進、高齢化社会への対応、国が進める既

存ストックの利活用促進への対応などを考慮し、高齢者等配慮対策等級 3 の取得、UA=0.34（W/m2・K）

以下、一次エネルギー消費量等級 5 の取得、C値 1.0cm2／m2以下、間取り変更へ配慮した構造計画、住

宅履歴情報の保管を条件とする。 

 

表 4-8 総合型の要件 

 

 

 

５．まとめ 
 住宅事業者に対するアンケート調査、事例調査及び国の制度動向調査により、きた住まいるブラン

ド住宅が目指すべき住宅像の検討を行った。住宅事業者が標準的に扱う断熱・設備仕様であればほぼ

全ての住宅で省エネ基準をクリアするはずであるが、顧客の要望等によって電気ヒーター式の暖房設

備等を使用すると不適合となる可能性が高まる。省エネ以外の各性能（耐震、劣化対策及び高齢者等

配慮）についても、一定程度の水準はすでに確保していることが明らかとなった。また、事業者及び

自治体の先進的な取組から、性能項目以外の取組み例を把握するとともに、今後の ZEH 等の施策の方
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向性を確認した。 

これらの結果を踏まえ、ブランド住宅が目指す住宅像を 4 つの項目に整理し、それぞれの主旨を示

すことで住宅事業者がブランドを提案・検討するためのガイドラインに盛り込むべき内容を提案した。

併せて、目指すべき住宅像に即したブランド例を示すことで、多様なブランド住宅のあり方を提示し

た。 
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